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歳 出 （単位 金額：千円、比率：％） 

款 予算現額 執 行 額 予算残額 執行率 

総 務 費 106,649 59,226 47,423 55.5

 

３ 事務事業の執行状況 

(1) 委託業務の状況（30,000 千円以上） （単位：千円） 

名      称 委 託 先 委託料 

市民課窓口業務委託 ※債務負担行為 アール・オー・エス中部㈱ 
(90,762)

32,010

 

４ 監査所見 

(1) 総括 

事務処理については、会計帳票、契約関係書類等を抽出し調査した結果、おおむね適切に処

理されているものと認められた。 

(2) 指示事項 

財務関係書類等を抽出し調査した結果、以下のとおり書類の不備等が見受けられたため、適

切な事務処理をされたい。 

・入札・契約事務について（契約書の記載不備） 

・その他（業務日報の提出の遅延） 

 

 
生活安心課 

 

１ 業務の概要及び職員の配置状況 

市民相談に関すること、消費者行政に関すること、防犯まちづくりに関すること、交通安全対

策、バス路線維持に関すること、人権に関する施策の企画及び調整に関すること等を分掌してい

る。 

職員の配置は、課長１人、市民相談係２人、交通防犯係５人、嘱託員７人である。 

 

２ 予算の執行状況 

歳 入 （単位 金額：千円、比率：％） 

款 予算現額 調 定 額 収入済額 
収 入 

未済額 

収入率 

対予算 対調定 

使用料及び手数料 27,791 11,809 11,809 0 42.5 100.0

県 支 出 金 47,465 0 0 0 0.0 －

財 産 収 入 6 0 0 0 7.6 100.0

繰 入 金 3,000 0 0 0 0.0 －

諸 収 入 36,449 14,321 14,321 0 39.3 100.0

計 114,711 26,130 26,130 0 22.8 100.0
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調査対象工事：島田市立初倉小学校校舎耐震化工事（建築工事） 

 

調 査実施日：平成27年11月11日（水）・12日（木） 

 

場    所：島田市役所第３委員会室南及び工事現場 

 

監 査執行者：島田市監査委員         杉 本   護 

島田市監査委員         藤 本 善 男 

         

監 査立会者：監査委員事務局  局長      

      〃      局長補佐    

〃      主査      

〃      主査      

〃      主査      

        

    

   

 

 

 

島田市 
 

平成 2７年度 

工事技術調査結果報告書 

 

公益社団法人 大阪技術振興協会 

技術士（建設部門・総合技術監理部門）  松谷 孝広 

 

文書中の 

   部分は、留意事項 

   部分は、今後に向けての提案及び要望 
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島田市立初倉小学校校舎耐震化工事（建築工事） 
 

１ 工事内容説明者 

調査出席者 

 教育部 部長       

〃  教育総務課 課長      

  〃    〃   課長補佐兼施設係長    

〃      〃   施設係       

行政経営部 総務課 課長         

〃     〃  課長補佐     

  〃       〃   契約・検査担当係長                

 都市基盤部 建築住宅課 課長補佐     

  

 工事請負者        

    株式会社 杉村工務店  現場代理人（監理技術者）    

    

   工事管理者 

    ソネットプラン建築設計事務所  所長    

 

２ 工事概要 

(1) 工事場所 

   島田市阪本地内 

 

(2) 工事内容 

   築34年の校舎６棟のうち、静岡県耐震基準で耐震性能が劣る連絡通路棟(ランクⅢ)２

棟、やや劣る普通教室棟(ランクⅡ)１棟及び図書室棟(ランクⅡ)１棟について、耐震補

強等を実施する。 

※ ランクⅡ：Is/ET＜1.0 かつIs≧0.6   ランクⅢ：Is/ET＜1.0 かつIs＜0.6 

学校の建物のIS値は、0.7以上を目標として耐震補強を行っている。 

ET値：静岡県の耐震判定指標値（16-1棟＝1.375、19棟、20棟＝1.5）を採用し、IS値を

除法しているため、静岡県は地域性を鑑みた大きい数値を目標値としている。 
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　各ランク別の耐震性能と判定基準

備考欄

Is ／ ET ‹ 1.0
かつ

Is ‹ 0.6

建物の継
続使用の
可否は被
災建築物
応急危険
度判定士
の判定に
よる。

耐震性能が良い建物
倒壊する危険性はないが、あ
る程度の被害を受けることが
想定される。
耐震性能がやや劣る建物
倒壊する危険性は低いが、か
なりの被害を受けることも想
定される。
耐震性能が劣る建物
倒壊する危険性があり、大き
な被害を受けることが想定さ
れる。

静岡県独自の判定基準

災害時の
拠点とな
りうる施
設

Ｉ ＝ 1.25

Ⅲ

ランク 東海地震に対する耐震性能

耐震性能が優れている建物
軽微な被害にとどまり、地震
後も建物を継続して使用でき
る。

旧基準の建築物
（Ｃ I ＝1.0）

Is ／ ET ≧ 1.25

Is ／ ET ≧ 1.0

新基準の建築物
（用途係数（ Ｉ ））

Ｉ ＝ 1.0

Is ／ ET ‹ 1.0
かつ

Is ≧ 0.6

Ⅰｂ

Ⅰａ

Ⅰ

Ⅱ

 

  静岡県耐震判定指標値等

耐震性能 建築物が保有する地震に抵抗する能力
構造耐震指標（Is値） 建築物が保有する耐力を表わす指標（耐震診断で算定）

東海地震に対して安全性を確保するための建築物が保有する耐力の
目標値
　　　ET＝Ｅｓ×ＣI×ＣＧ

Ｅｓ： 基本耐震指標値
ＣＩ：　重要度係数
ＣＧ：　地形係数

がけ地等の場合 　 1.25
その他の場合　 　 1.0

建築物の用途により地震力を割り増す係数
　　　Ｉ ＝1.25の場合　　 ランク Ｉa
　　　Ｉ ＝1.0 の場合　　 ランク Ｉb
地震による建築物の倒壊を抑える程度を表わす係数
      ＣI ＝1.25の場合

地震時に軽微な被害にとどめ継続使用を可能とする。
      ＣI ＝1.0の場合

地震時に倒壊せずある程度の被害にとどめる。

用途係数　（Ｉ）

静岡県の耐震判定
指標値　（ET値）

建築物の重要度係数
　　　　　　　（ＣI）

 

概要 

主要用途：小学校 

敷地面積：  21,592.53㎡   

構造規模：鉄骨２階建    490.95㎡ 

【既存校舎】 

16-1棟：鉄筋コンクリート造２階建 

 建築面積     674.80㎡ 

  延床面積  1,324.56㎡ 

19棟：鉄骨造２階建（昇降口棟北） 

 建築面積     119.60㎡ 

  延床面積     151.74㎡ 
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20棟：鉄骨造２階建（昇降口棟南） 

 建築面積     124.19㎡ 

  延床面積     157.11㎡ 

22棟：鉄骨造２階建（図書館解体） 

建築面積     383.40㎡ 

  延床面積     663.76㎡ 

【新築建物】１棟 

22棟：鉄骨造２階建（図書館新築） 

建築面積     287.97㎡ 

延床面積     490.95㎡ 

【既存耐震強度】３棟 

・連絡通路棟（ランクⅢ）: S造２階建   延床面積     152.00㎡ 

・連絡通路棟（ランクⅢ）: S造２階建    延床面積     152.00㎡ 

・普通教室棟（ランクⅡ）: RC造２階建 延床面積   1,324.56㎡ 

【改築建物】1棟  

・図書室棟 （ランクⅡ）: S造２階建 延床面積      630.00㎡ 

 

(3) 工事請負業者 

株式会社杉村工務店                        【第１回目で落札】 

   「制限付き一般競争入札８社参加、電子入札」   

 

(4) 設 計 

設計業務委託   ソネットプラン建築設計事務所 

       管理技術者（総括）  

構造担当 小川構造設計事務所       

電気担当 株式会社ＯＤＡＭＡＫＩ 

機械担当 イー・エス・ワークス 

 

(5) 事業費                      

設計金額（税込）222,912,000円   

予定価格（税込）222,912,000円   

請負金額（税込）215,784,000円（うち15,984,000円 消費税及び地方消費税）  

 

(6) 工事期間 

平成27年６月30日から平成28年２月29日まで 

     

(7) 進捗状況（平成27年10月末日現在） 

計画出来高 60.0％ 実施出来高 52.0％          【計画より８％遅れ】 
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(8) 工事監督員 

総括監督員   教育部教育総務課 課長                

主任監督員   教育部教育総務課 課長補佐兼施設係長   

担当監督員    教育部教育総務課  施設係 主任技師   

        

３ 調査所見 

本調査では、提示された書類等を調査し、疑問点は関係者に質問するとともに、当該工

事の関係提出書類、設計・積算、施工管理、監理･監督、試験･検査等の各段階における技

術的事項の実施状況について調査した。 

 

３－１ 書類関係 

(1) 前払金、契約保証制度について 

地方自治法・金銭的保証制度として、履行保証制度の活用が図られている。 

保証金について、契約約款のとおりであり適正に施行されていた。 

【島田信用金庫 請負金額の10％】 

前払金について、86,300,000円支出されていた。 

【東日本建設業保証株式会社  請負金額の40％以内】 

  

(2) 入札状況について 

８社参加の制限付き一般競争入札、予定価格事後公表、電子入札であり、適正に施行

されていた。   

「島田市制限付き一般競争入札実施要領」及び「島田市電子入札運用基準」に基づき

適正に施行されていた。 

   本工事は、地方自治法第96条第１項第５号の規定により議会の議決に付さなければな

らない予定価格1億5,000万円以上の金額で、議会議決（平成27年６月29日）に付され、

適正に契約を締結していた。 

【建築一式工事】 

                                             

(3) 契約関係書類 

工事請負契約書は、『島田市建設工事請負契約約款（平成27年４月１日最終改正）』

に基づき適正に作成されていた。 

 

(4) 現場代理人及び関係下請負等届 

   関係書類は、適正に作成整備されていた。 

   下請負届は、建設業許可の写しとともに整理され、適正に見やすくファイリングされ

ていた。 
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(5) 建設業退職金共済制度の共済証紙など書類 

建設業退職金共済制度への適正な指導がなされ掛金収納書が確認できた。 

      運用実態を促進させる意味からも、1日券で購入させる指導をお願いする。 

 

(6) 火災保険等について 

   『島田市建設工事請負契約約款』第48条（火災保険等）により、請負者は、建設工事

保険等に付していたが、証券の加入期間が平成28年２月29日(工期の完了日)までであっ

たため、平成28年３月14日(工期の完了日の14日後)以降の証券と差し替えること。 

火災保険等の期限確認（工期の完了日に検査までの日数(14日)を加えた日まで加入）

をする必要がある。よって、控えを提出させることが望ましい。 

 

(7) 監理業務委託   

業務対象工事の建築士法上の工事監理業務 

（工事請負契約及び工事費支払審査業務を除く｡) 

本工事の工事監理業務の委託管理者の保有資格の控えを提出させること。 

 

３－２ 設計・積算に関する書類 

(1) 設計方針 

初倉小学校校舎はIs値＝1.08で、国の示している地震に対する耐震判定では「地震に

対する危険性は低い建物」とされているが、静岡県が示す東海地震に対する耐震判定で

はIs値/ET値＝0.72であり「耐震性がやや劣る建物。倒壊する危険性は低いが、かなり

の被害を受けることも想定される。」という建物になる。（平成15年度耐震診断より） 

災害時には避難所に指定されていることから、静岡県耐震基準でランクⅡの判定をラ

ンクⅠの建物にする。 

 

(2) 設計に関する書類 

耐震補強工事については、特記に記載された国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公

共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）（平成25年度版）」、「公共建築工事標準仕

様書（建築工事編）（平成25年度版）」に基づき作成されていた。また、「既存鉄筋コ

ンクリート造建築物の耐震診断基準、同解説」、「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐

震改修設計指針、同解説」、「耐震改修促進法のための既存鉄骨建築物の耐震診断及び

耐震改修指針、同解説」、「耐震改修計画認定」に基づき設計を行っていた。 

ア  設計会社の設計管理技術者、工事監理者、構造設計者の資格の写しが一連のファイ

ルとして整理されていた。 

  ソネットプラン建築設計事務所 

管理技術者（総括）  

構造担当 小川構造設計事務所 

電気担当 株式会社ＯＤＡＭＡＫＩ   
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機械担当 イー・エス・ワークス     

 

イ 既存躯体との接合用ケミカルアンカー、割裂防止用補強筋などの寸法・配置など適

正に設計されていた。 

 

ウ 耐震補強効果（数値は、下表のとおり） 

建築物の耐震改修の促進に関する法律第８条第３項の規定に基づく認定通知書を確

認した。（平成26年６月４日改正法律第17条第３項の規定） 

16-1棟  番号―耐震第25-10号  平成26年３月28日  

19棟  番号―耐震第25-11号  平成26年３月28日 

20棟  番号―耐震第25-12号  平成26年３月28日 

耐震補強前後の耐震診断による耐震性能は、以下のとおりであった。 

 

◆棟別（補強 前・後）（平成25年度耐震補強計画報告書より） 

棟番号 ランク 建築年 構造 方向 階 Ｉｓ値（前） ET値 Ｉｓ/ET（前）Ｉｓ/ET（後）

2 1.87 1.375 1.36 1.38
1 1.03 1.375 0.75 1.05
2 2.27 1.375 1.65 1.67
1 1.44 1.375 1.04 1.06
2 0.84 1.5 0.56 1.63
1 0.30 1.5 0.20 1.63
2 0.26 1.5 0.18 1.64
1 0.08 1.5 0.05 1.64
2 0.84 1.5 0.56 1.63
1 0.30 1.5 0.20 1.63
2 0.26 1.5 0.18 1.64
1 0.08 1.5 0.05 1.64

Ｘ方向

Ｙ方向
16-1 Ⅱ S56.10.1 ＲＣ

Ｘ方向

Ｙ方向
19 Ⅲ S56.10.1 Ｓ

20 Ⅲ S56.10.1 Ｓ
Ｘ方向

Ｙ方向

※ 国土交通省の基準ではIｓ値0.6未満は「震度６強の地震で崩壊、倒壊する危険性があ

る」、0.3未満は「危険性が高い」とされる。 

文部科学省は学校の建物は地震時の避難所になることから、より安全なIｓ値0.7以上に

耐震補強するよう求めている。 

建築物の耐震改修の促進に関する法律等では耐震指標の判定基準を0.6以上としてお

り、それ以下の建物については耐震補強の必要性があると判断されている。 

Iｓ値の目安 （平成18年１月25日 国土交通省告示第184号による） 

Iｓ＜0.3 

0.3≦Iｓ＜0.6 

0.6≦Iｓ 

文部科学省では、公立学校施設の耐震改修の補助要件として、地震時の児童生徒の安全

性、被災直後の避難場所としての機能性を考慮し、補強後のIｓ値がおおむね0.7を超える

こととしている。 
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静岡県は、判定基準：Iｓ/ET（1.0）を定め、ET値（耐震判定指標値）で除法し、地域

性を鑑み、より高い強度の判断基準を定めている。 

従って、通常地域と比較し、約1.5倍程度の耐震性に優れた判断基準となる。 

 

図書館新築の設計図書・特記仕様書は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修に基づく

『公共建築工事標準仕様書（建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編）平成25年度

版』に基づき適正であった。 

 

【参考資料】 

既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準、改修設計指針・同解説 2001年改訂版 

  財団法人 日本建築防災協会 

静岡県建築構造設計指針・同解説         2009年改訂版  静岡県  

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）    平成25度版     国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 

公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）  平成25度版     国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 

公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）  平成25度版     国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 

公共建築工事標準仕様書（建築工事編）      平成25度版     国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 

公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）    平成25度版     国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 

公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）    平成25度版     国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 

建築物解体工事共通仕様書            平成18年版     国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 

官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説        平成８年11月   社団法人公共建築協会 

官庁施設の総合耐震診断・改修基準及び同解説     平成８年11月   財団法人建築保全センター 

静岡県建築構造設計指針・同解説（2009年版）   2009年11月     静岡県県民部建築確認検査室他 

建築物の構造関係技術基準解説書（2007年版）   2007年８月     国土交通省住宅局建築指導課他       

  

(3) 積算に関する書類 

◇ コスト縮減 

・省エネルギー型の照明灯採用（LED照明器具） 

・資材の再利用促進（便器の再利用） 

・リサイクル材の利用（再生砕石） 

・積算の合理化図面等の電子化（CADの活用） 

・建設工事積算システムの電子化（RIBCの活用） 

ア 積算 

ア) 数量算出について 

工事費内訳書の数量算出は、業務委託されたソネットプラン建築設計事務所に

よって、「公共建築工事積算基準」、「公共建築数量積算基準」、「公共建築設

備数量積算基準」に準拠して作成されていた。 

「建築数量積算基準・同解説」に準拠し、積み上げによることを基本に数量計算

書を作成し、適正であった。 
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イ) 値入について 

市販の「建設物価」、「積算資料」、「建築コスト情報」、「建築施工単価」

を使用し、積算されていた。「物価資料によらない場合」の原則として見積り業

者数５者以上の徴収がなされていた。見積比較を経て最低単価に適正なスライド

掛率の選定を行い、当該工事単価として積算されていた。 

また、採用単価内訳書記載凡例を整え、適用年月を明確にしており、適正であ

った。 

 

(4) 設計内訳書 

「工事設計書」をチェックしたが、内容的に問題なく適正に作成、整備されていた。 

【積算参考図書】 

公共建築工事積算基準 

公共建築工事内訳書標準書式・同解説  

静岡県建設資材等価格表      平成27年度    静岡県 

公共建築数量積算基準        平成18年度版 

公共建築設備数量積算基準 

月刊 建設物価2015-5  平成27年５月１日 (一財)建設物価調査会 

月刊 積算資料2015-5  平成27年５月１日 (一財)経済調査会 

季刊  建築コスト情報2015-4春 平成27年４月５日 (一財)建設物価調査会 

季刊  建築施工単価2015-4春 平成27年４月５日 (一財)経済調査会 

 

３－３ 施工に関する書類 

(1) 関係諸官庁への届出 

必要な諸手続きは、的確に実施され、関連書類は適正に整備、保存されていた。 

   

(2) 工事カルテ 

工事カルテの作成と（一財）日本建設情報総合センター（ＪＡＣＩＣ）のＣＯＲＩＮ

Ｓ（工事実績情報システム）登録は行われており、関連書類は適正に保管、整備されて

いた。 

 

(3) 工程表管理 

契約時及び施工計画書に実施工程表を作成提出され整備されていた。 

「工事工程月報」、「進捗状況報告書」を提出させ、工事出来高を毎月報告させてい

た。 

 

  (4) 施工体系図・施工体制台帳 

施工体系図は、適正に提出され、整備、保管されていた。 

施工体系図で示す一次協力会社及び二次協力会社の系統が分かりにくい面がある。 

一次協力会社以降の系統線を明確に分かりやすく示すことが望まれる。 
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平成26年６月に建設業法等（担い手３法）改正に伴い、施工体制台帳の提出を求めて

いる。体系図と体制台帳を分かりやすく示すことにより、適切な管理がスムーズにでき

るため、整理方法の指導をお願いする。 

施工体系図は、適正に作成し、公衆の見やすい位置に掲示していた。 

 

(5) 施工計画書 

施工計画書は、特記仕様書に基づき、工種毎に適切に作成されていた。 

施工計画書は、工事監理者のチェックがあり業者への適切な指導がなされていた。 

・総合施工計画書 

・鉄骨工事施工計画書 

・解体工事施工計画書 

・コンクリート工事施工計画書 

・コンクリート打設計画書  

・樹脂アンカー・グラウト工事施工計画書 

・防水工事施工計画書 

・超音波探傷試験施工計画書 

・屋根板金工事施工計画書 

・建具工事施工計画書 

・内装工事施工計画書 

・木工事施工計画書 

上記、工種別施工計画を確認し適正であった。 

総合施工計画書では、総則、一般事項、組織･運営、施工方針、工程管理、品質管

理、安全衛生管理、環境管理、仮設計画が示されていた。また、工種別施工計画書にお

いては、それぞれの工種に関わる工事基準、材料、施工要領などが示されている。 

全般的に記述内容は良好と判断される。 

施工計画書作成においては、施工プロセス（使用材料承認、受入検査・工程内検査、

段階確認検査等）を適正に行うことを鑑みて作成されると、より分かりやすくなる。  

本工事の現場責任者（主任技術者）は、「統括安全衛生責任者に準ずる者」である。

今後、指導をお願いする。 

 

(6) 写真管理 

写真を確認したが、当月の監査日までの現状写真が整理されていないため詳細確認が

できなかった。適切な時期をもって忘れることのないように確認して頂きたい。 

    

(7) 工事材料関係の書類 

使用材料確認願書により、材料の製品仕様等は受注者から監督員へ所定のプロセスを

経て提出させ、適正に整備、保管されていた。また、材料の品質を証明する使用材料調

書も受注者から監督員に適正に提出され、整備、保管されていた。 
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施工計画、使用資材製品一覧、段階確認予定一覧等は、整合した一覧表にて、「既提

出確認分」と「今後提出される分」とを分かり易くした一覧表を事前に請負者から提出

させ工事監理者チェックを経て監督員に提出させるとより管理が簡便になる。今後指導

をお願いする。 

 

(8) 打合せに関する書類 

打合せについては、毎週水曜日午後に実施していた。また、関係者協議、打合せ事項

を一括に取りまとめ、記録し、的確に実施されており、関係書類も整備、保管されてい

た。 

 

(9) 施工管理に関する書類 

打合せ議事録を作成し、整備、保管されており、監督員以下、関係者の押印や確認日

も適切であった。適正な施工管理状態であった。週間工程会議にて立会及び検査工程を

確認し合っているが、どの時点で段階確認検査等を実施しているのか、又は実施するの

かが不明確な面がある。事前一覧にてチェック管理することが望ましい。 

◇ 工事別検査事項関係書類 

・平成27年８月７日 耐力壁樹脂アンカー引張試験 

・平成27年８月30日 材料（鉄骨）溶接検査報告 

・平成27年８月31日 VOC試験報告書 

・平成27年９月14日 16棟無収縮モルタル圧縮試験検査 

・平成27年９月16日 基礎補強樹脂アンカー引張試験報告書 

・平成27年９月21日 材料（鉄筋圧接）検査報告 

・平成27年10月30日 22棟鉄骨建起し報告書           

全ての関係書類を確認できなかったが、各工事とも適正に工事請負業者から工事監理

者を経て、監督員の段階検査を受けており、適正であった。 

 

（10）監督者管理 

ア 工事月報は的確に作成させ、監督員の確認も適正になされていた。 

打合せ簿記録は、適正な管理状態であった。 

イ 管理に関する書類 

工事の品質管理など、書面及び現場から判断して特に問題は認められなかった。 

 

(11) 工事監理業務に関する書類 

工事監理者から提出される「工事監理報告書」及び関係書類は、施工業者、工事監

理者の印を押印させてから監督員に提出させ適正であった。 

ア 監理は、「設計監理委託業務契約約款」に基づいて、工事監理契約を設計事務所と

締結し委託していた。 

イ 作業所での各種連絡調整は監督員、現場代理人等による定例会議において行われ、



 65

工程の確認、前回の指示に対する対応、新たな指示事項、決定事項の確認がなされて

いた。その結果について、議事録が作成、整備、保管されており、監督員以下、関係

者の押印や確認日も適切であった。 

工事監理は、適切な管理状態で工事確認指示を行っていた。 

ウ 請負業者から工事竣工までに提出される「施工計画」、「段階確認リスト」、「材

料検査」、「材料承諾」、「施工図等」の予定リストを事前に提出させ、工事施工と

整合を取りまとめ、「既確認済分」と「未確認未提出分」を分かり易く示すチェック

リストを作成すると監督員管理が簡便になる。ご検討をお願いする。 

 

３－４ 建設廃棄物処理に関する書類 

  発生材について、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「資源の有効な利用の促進

に関する法律」及び「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」、「建設副産物リ

サイクルガイドライン実施要綱」などを遵守した再資源実施計画書を業者に提出させ、発

注者側として管理されていた。 

(1) 廃棄物処理計画書の整備、収集運搬業者との契約など適正に実施されていた。 

 

(2) 産業廃棄物管理票（マニフェスト）は確認しなかったが、処理業者の契約書の保管整

理が適正に実施されているとのことである。 

 

(3) 工事完了時に適正な処理がなされているか、再確認の徹底をお願いする。 

 

３－５ 安全管理に関する書類 

工事開始以来、現在に至るまで、傷害事故及び物損事故は起きておらず、現場の状況及

び以下の説明から、安全管理は適切に行われているものと考えられる。 

安全確保のための対策としては、立入禁止標識、安全標識の設置、境界箇所の仮囲及び

カラーコーン設置を実施していた。適正な管理状態であった。 

(1) 安全管理のための組織図、緊急時連絡体制図など整備されていた。 

 

(2) ＫＹ活動、安全パトロール記録、作業員保有資格一覧表等の日常安全管理書類は、適

切に作成管理がなされていた。 

 

(3) 緊急時の避難場所等を見やすい位置に掲示するなどの措置を行い、関係労働者に周知

させる指導をお願いする。 

 

４ 現場施工状況調査における所見 

監査当日の出来高は、全体約60％程度であり、施工途中の工事であった。 

工事の品質管理状況は、書面から判断して特に問題は認められなかった。 

試験書類、写真を含め適正な管理状態であった。以下に留意事項を示す。 
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(1) 協力会社毎の安全ファイル（グリーンファイル）、有資格者免許（三洋静岡設備株式

会社）の控え等、現場確認できなかった。各協力会社の免許の控えを整理しておくこ

と。 

 

(2) 本工事の主任技術者一覧と職務を掲示しておくこと。 【労働安全衛生規則第18条】 

足場の組立て等作業主任者  労働安全衛生規則第565条 

鉄骨の組立て等作業主任者  労働安全衛生規則第517条の４ 

 

(3) 作業所の材料は、置き場を明確にし集積されていたが、安全通路が不明確であった。

作業員通路を明確に示し、鉄筋曲げ処理でつまずかないようにすること。 

 

(4) 現場の廃棄物置き場は、一時的な保管場所である。保管基準に従い適正に管理するこ

とが求められ、保管施設としての掲示板（60cm×60cm）を表示すること。 

【産業廃棄物の保管施設ガイドライン 平成13年４月16日改正】 

 

(5) 公衆の見やすい場所に掲示する「建設業許可票」は、下請負人を含む全ての建設業者

を掲示すること。（一次請負業者のみ掲示していた） 

【建設業法第40条】【同法施行規則第25条】 

 

(6) 本工事の改修で露出した既存建物施工時のセパレータ端部（座金露出）処理をお願い

する。今後、両端Ｐコンタイプ（モルタル詰）のＢタイプセパレータを使用することに

より、コンクリート表面に座金及びセパレータの露出をなくし品質を高めることが望ま

しい。 

 

５ 技術調査全般 

工事を通じて、各種届出書や施工計画など、工事着手からの書類は整備されていた。ま

た、工事管理に基づく「提出書類」を読み合わせ、工事監理者及び工事担当課監督員が

「提出書類」を詳細まで読み込み、受注者への適正な指導を行っていた。 

  今後も、発注者として、工事監理における「監理プロセス、施工計画、段階確認検査、

材料承認検査等（チェックリスト）一覧」でプロセス管理されると、より監督員管理がス

ムーズになると考えられる。 

今回は全体のサンプリング監査であり詳細まで検証することができなかったが、施工管

理（工程内検査、段階検査）は、適切に実施していた。 

今後、竣工まで今以上の工事監理の徹底指導を行い無事故、無災害で完成するようお願

いする。      

 

以 上 
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